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子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別
給
付
金

子
育
て
世
帯
の
生
活
を
支
援
し
ま
す

子
育
て
給
付
課
（
市
役
所
4
階
）
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食
費
な
ど
の
物
価
高
騰
の
影
響
を
特
に
受
け
て
損
害
を
受
け
た
低
所
得
の

子
育
て
世
帯
を
支
援
す
る
た
め
、
国
が
実
施
す
る
「
令
和
5
年
度
子
育
て

世
帯
生
活
支
援
特
別
給
付
金
」
を
支
給
し
ま
す
。

問 合 せ

問 合 せ お知らせ

お知らせ

パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト
制
度

安
全
で
快
適
な
ま
ち
づ
く
り
の
た
め
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す

パ
ブ
リ
ッ
ク・
コ
メ
ン
ト
の
流
れ

❶
募
集
中
の
案
を
確
認

広
報
ふ
じ
や
市
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
な
ど

で
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト
の
実
施
を

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

意
見
募
集
中
の
条
例
や
計
画
な
ど
の
素

案
は
、
意
見
募
集
期
間
に
、
市
ウ
ェ
ブ
サ

イ
ト
、
意
見
募
集
の
担
当
課
、
市
役
所
2

階
総
合
案
内
、
各
地
区
ま
ち
づ
く
り
セ
ン

タ
ー
な
ど
で
確
認
で
き
ま
す
。

❷
意
見
の
提
出

市
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
か
ら
電
子
申
請
す
る

か
、直
接
ま
た
は
郵
送
・
F
A
X
・
E
メ
ー

ル
で
意
見
募
集
の
担
当
課
へ
。

※
意
見
を
提
出
す
る
際
は
、
住
所
・
氏
名
・

電
話
番
号
・
案
件
名
・
意
見
を
明
記
し
て

く
だ
さ
い
。

❸
結
果
を
確
認

意
見
を
提
出
し
た
人
に
は
、
個
別
に
文

書
で
回
答
し
ま
す
。

寄
せ
ら
れ
た
意
見
の
内
容
や
、
そ
れ
に
対

す
る
市
の
考
え
方
な
ど
、
結
果
は
市
ウ
ェ
ブ

サ
イ
ト
で
公
表
し
ま
す
。

令
和
5
年
度
の
実
施
計
画

今
年
度
は
10
件
の
実
施
を
予
定
し
て
い
ま

す
。
詳
細
は
各
募
集
期
間
直
前
の
広
報
ふ
じ

で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

・�

富
士
市
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
適
正
化
推
進
計

画
（
及
び
認
定
制
度
）

・�

第
三
次
富
士
市
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン

・�

富
士
市
集
約・連
携
型
都
市
づ
く
り
推
進
戦
略

・�

第
2
次
富
士
市
自
殺
対
策
計
画

・�

富
士
市
立
中
央
病
院　
第
四
次
中
期
経
営

改
善
計
画（
公
立
病
院
経
営
強
化
プ
ラ
ン
）

・
第
４
次
富
士
市
食
育
推
進
計
画

・�

富
士
市
公
共
施
設
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
基
本
方
針（
改
定
）

・�

第
５
次
富
士
市
障
害
者
計
画・第
７
期
富
士
市
障

害
福
祉
計
画・第
３
期
富
士
市
障
害
児
福
祉
計
画

・�

富
士
市
国
民
健
康
保
険
第
３
期
デ
ー
タ
ヘ
ル
ス

計
画
及
び
第
４
期
特
定
健
康
審
査
等
実
施
計
画

・�

第
10
次
高
齢
者
保
健
福
祉
計
画
・
第
9
期

介
護
保
険
事
業
計
画

令
和
4
年
度
の
実
施
結
果

令
和
4
年
度
は
6
件
実
施
し
、
53
人
か
ら

1
3
3
件
の
意
見
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
。

パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト
は
、
生
活
に
関
わ
り
の
深
い
条
例
や
、
市
が
策

定
す
る
基
本
的
な
計
画
な
ど
を
素
案
の
段
階
で
公
表
し
、
広
く
意
見
を
求

め
る
制
度
で
す
。
ぜ
ひ
、
皆
さ
ん
の
ご
意
見
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

シ
テ
ィ
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
課
（
市
役
所
8
階
）
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▲��詳しくは
こちら

対
象
児
童

平
成
17
年
4
月
2
日
か
ら
令
和
6
年
2
月

29
日
ま
で
の
間
に
出
生
し
た
児
童

※�

特
別
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
対
象
で
あ
る

障
害
児
の
場
合
、
平
成
15
年
4
月
2
日
か

ら
令
和
6
年
2
月
29
日
ま
で
の
間
に
出
生

し
た
児
童
。

対
象
世
帯

【
ひ
と
り
親
世
帯
】

❶�

令
和
5
年
3
月
分
の
児
童
扶
養
手
当
を
受

給
し
て
い
る
人

❷�

児
童
扶
養
手
当
の
認
定
を
受
け
て
い
る
が
、

公
的
年
金
等
受
給
の
た
め
令
和
5
年
3
月

分
の
手
当
額
が
全
額
停
止
さ
れ
て
い
る
人
、

ま
た
は
全
額
停
止
さ
れ
る
た
め
に
手
当
の

申
請
を
し
て
い
な
い
人

❸�

令
和
5
年
3
月
分
の
児
童
扶
養
手
当
を
受

給
し
て
い
な
い
が
、
物
価
高
騰
の
影
響
を

受
け
て
家
計
が
急
変
す
る
な
ど
、
収
入
が

児
童
扶
養
手
当
を
受
給
し
て
い
る
人
と
同

じ
水
準
に
な
っ
た
人

【
ひ
と
り
親
世
帯
以
外
の
子
育
て
世
帯
】

❹�

令
和
４
年
度
子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別

給
付
金（
そ
の
他
世
帯
分
）の
支
給
対
象
者

と
な
っ
た
人

❺�

物
価
高
騰
の
影
響
を
受
け
て
家
計
が
急
変

し
、
収
入
が
住
民
税
非
課
税
相
当
に
な
っ

た
人

給
付
額

対
象
児
童
１
人
当
た
り
５
万
円

申
込
み

❶
❹
の
人
に
は
、
令
和
5
年
5
月
30
日
㈫

に
支
給
済
み
で
す
（
申
込
不
要
）。

❷
❸
❺
の
人
は
、
条
件
に
よ
り
必
要
書
類

が
異
な
り
ま
す
。
対
象
と
な
る
可
能
性
が
あ

る
場
合
は
、
市
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
ご
覧
い
た

だ
く
か
、
子
育
て
給
付
課
へ
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

�

詳
し
く
は
こ
ち
ら
▼

詳
し
く
は
こ
ち
ら
▼

！
「
子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別
給
付

金
」
の
振
り
込
め
詐
欺
や
個
人
情
報

の
詐
取
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。


